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平成 16 年度の現地調査により作成 



オールサーチャージ方式と洪水期制限水位方式 別添７

■オールサーチャージ方式とは、洪水調節容量
を一定量確保する運用方式です。
→平常時は常時満水位（一定）運用
※設楽ダムは、このような貯水池を運用をします。

■洪水期制限水位方式とは、洪水期に洪水調
節のための容量を大きくとるために、洪水期に
限って常時満水位よりも水位を低下させる運用
方式です。

■洪水期制限水位が設けられているダムの運用例

■設楽ダム（オールサーチャージ方式）

オールサーチャージ方式
の既設ダム（丸山ダム）

制限水位方式の既設ダム
（矢作ダム）

○H18.10.3撮影

○丸山ダム管理所HP

サーチャージ水位EL444.0m

常時満水位EL437.0m
洪水調節容量

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

貯
水
位

サーチャージ水位

非洪水期常時満水位

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

洪水期制限水位

非洪水期洪水調節容量

洪水期は洪水調節容量
を拡大
→平常時の水位を低下

貯
水
位

洪水期非洪水期 非洪水期

CsUser0
テキストボックス
別添８



別添-７ 

○貯水池運用図（H2～H11年） 
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環
境
影
響
評
価
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

る
べ
き
基
準
並
び
に
同
法
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大

臣
が
定
め
る
べ
き
指
針
に
関
す
る
基
本
的
事
項
（
抜
粋
） 

 

公
布
日
：
平
成
九
年
十
二
月
十
二
日 

環
境
庁
告
示
八
十
七
号 

 

［
改
定
］ 

平
成
十
二
年
十
二
月
十
四
日 

環
境
庁
告
示
七
十
八
号 

平
成
十
七
年
三
月
三
十
日 

環
境
省
告
示
二
十
六
号 

  

こ
の
基
本
的
事
項
は
、
環
境
影
響
評
価
法(

以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
主

務
大
臣(

主
務
大
臣
が
内
閣
府
の
外
局
の
長
で
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
。
以
下
同
じ
。)

及
び
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
べ
き
「
第
二
種
事
業
の
判
定
の
基
準
」(
以
下
「
判
定
基
準
」
と
い
う
。)

、
法
第
十

一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
定
め
る
べ
き
「
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係

る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
」(

以
下
「
環
境
影
響

評
価
項
目
等
選
定
指
針
」
と
い
う
。)

並
び
に
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
定
め
る
べ

き
「
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置(

以
下
「
環
境
保
全
措
置
」
と
い
う
。)

に
関
す
る
指
針
」(

以
下
「
環
境

保
全
措
置
指
針
」
と
い
う
。)

に
関
す
る
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
(

平
一
二
環
庁
告
七
八
・
一
部
改
正)

 

 

第
二 

環
境
影
響
評
価
項
目
等
選
定
指
針
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

 

二 

環
境
要
素
の
区
分
ご
と
の
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
基
本
的
な
方
針 

 
 

(

３)
 

別
表
中
「
人
と
自
然
と
の
豊
か
な
触
れ
合
い
」
に
区
分
さ
れ
る
選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
環

境
基
本
法
第
十
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
保
を
旨
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
方
針
を
踏
ま

え
、
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

ア 

「
景
観
」
に
区
分
さ
れ
る
選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
眺
望
景
観
及
び
景
観
資
源
に
関
し
、
眺

望
さ
れ
る
状
態
及
び
景
観
資
源
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
影
響
の
程
度
を
把

握
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

イ 

「
触
れ
合
い
活
動
の
場
」
に
区
分
さ
れ
る
選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
野
外
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
及
び
地
域
住
民
等
の
日
常
的
な
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
に
関
し
、
そ
れ
ら
の
活
動
が
一
般

的
に
行
わ
れ
る
施
設
及
び
場
の
状
態
及
び
利
用
の
状
況
を
調
査
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
影
響
の

程
度
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 
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